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2会社概要

三和交通株式会社

・創業 昭和40年11月20日

・業務内容 タクシーにおける旅客運送業

・営業車数 573台

・従業員 1４２１人

・グループ会社

Ayr Garage co,. Ltd.(整備工場)
三和富士オートガス株式会社
三和オートガス株式会社
株式会社サンメンバーズカントリークラブ
株式会社江別自動車学校
大麻ドライビングスクール
あしためラボ株式会社

株式会社三和交通統轄本部
三和交通株式会社

（横浜、横浜駅前、東京、八王子）
三和富士交通株式会社
三和交通多摩株式会社

（府中、小平）
三和交通神奈川株式会社
三和物産株式会社



3救援タクシーとは

わかりやすい事例：
お客様の忘れ物の代理取得お届けサービス

通常 救援タクシー

病院に忘れ物を
した・・・

・（タクシーで）忘れた場所
まで取りに行って頂く

・お客様の忘れ物を代理で受け取
り、ご指定の場所にタクシーで
お届け（有料）

「タクシー事業者が行う救援事業等」として、平成元年より認められている事業です。



4救援タクシーの届け出

左記のような届け出を行い認められれば、限定
的にタクシーで貨物運送を行うことが出来ます
（平成元年の国土交通省通達が根拠）。

そのため「緊急時の要請を受ければ貨物運送を
行える」というのが弊社を含めたタクシー業界
の通念でした。

※なお、規制改革実施計画（2017年６月）に基づいて
措置された、貨客混載に関する国土交通省通達（2017
年８月７日）により、貨物運送の許可を得た上で過疎
地に限り、タクシーによる貨物運送が認められるよう
になりました。



5「タクシー便」のプレスリリース。そして凍結へ

「救援事業等計画書」により認可を受けていたことから、救援タクシーの一環
として、宅配サービスを拡充した「タクシー便」を実施しようとしたところ、関
東運輸局神奈川運輸支局より「待った！」がかかる事態に。



6タクシー便のメリット

１．多様化するお客様ニーズに対応可能

２．貨物運送事業の人手不足解消の一助

３．タクシーリソースの有効活用が可能



7多様化するお客様ニーズに対応可能

現状

緊急の用事によりタクシーで（ある程度大きな）荷物を運ぶ場合

タクシー便

往復の料金
＋

往復の移動時間

荷物

荷物

荷物

荷物片道程度の料金
＋

移動時間なし

◆実際にあったお客様からのご要望

企業様より夜間に至急研究部品を届けて欲しいというご依頼を受ける。
（人は同行できない事情あり。）



8貨物運送事業の人手不足解消の一助
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宅配便取扱個数の推移（全国）

◆宅急便の取扱い個数は年々増加の傾向

全国トラック協会資料より

◆実際にあった貨物運送事業者様からのご要望

・夜間配達の依頼。（三か所だけ再配達のためにトラックを拘束できない
事情あり。）

・引っ越しのトラックに乗りきらなかったので段ボール二つのみ届けて欲
しい。（当日にトラックの変更や追加が出来なかった。）



9一日のタクシーの稼働構成について
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時間帯別タクシー総輸送回数

（三和交通横浜地区平成28年度実績より）
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時間帯別１日当たり実働車両数

（三和交通横浜地区 実績より）

タクシーの需要は24時間

しかも、時間帯によって
かなりのバラツキ

タクシー需要に応えるため、
出庫時刻の時差シフトで
24時間の稼働を確保



10タクシーリソースの有効活用が可能
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（三和交通横浜地区平成28年度実績より）

時間帯別の需要のバラツキは吸収できず、アイドルタイムが発生。

このリソースをタクシー便にあてることが可能



11タクシー便のメリット【再掲】

１．多様化するお客様ニーズに対応可能

２．貨物運送事業の人手不足解消の一助

３．タクシーリソースの有効活用が可能

一石三鳥のサービス

しかし凍結・・・



12タクシー便凍結の理由
地自第二四〇号

平成元年六月二九日
各地方運輸局自動車(第一)部長・沖縄総合事務局運輸部長あて

運輸省地域交通局自動車業務課長通達

タクシー事業者が行う救援事業等について

1 近年、タクシー事業の無線化が普及したことにより、その機動性に着目し、ホーム
セキュリティ等の「緊急救援システム」又は、他人に対する役務提供等を行う「タクシー
便利屋」等といわれる新しいサービス(以下「救援事業等」という。)の実施を希望するタ
クシー事業者がでてきている。
2 これら救援事業等は、タクシー事業の合間等に本来業務の遂行を妨げない範囲内
において、タクシー車両等を使用して行われるものと理解できるので、特にこれを排除
しなければならない社会的理由は乏しいと思われる。
3 したがって、一定の条件の下において、タクシー事業者が行う「ホームセキュリティ
等緊急救援システムに参画し又は自ら行うこれらの業務(以下「救援事業」という。)」
は、たとえタクシー車両等のタクシー事業用の施設を使用して行われるものであって
も、道路運送法第一九条の業務の確保義務を損ねる行為とならないものと理解し、今
後、当面左記のとおり取り扱うこととされたい。
なお、タクシー顧客等からの緊急の要請を受けて行う病院の順番とり、忘れ物の代
理取得、切符などの予約や購入など、単に役務を提供する行為及び役務提供に連動
して生ずる非定型的な物品輸送であって社会通念上貨物運送行為とみなされないも
のを行う場合についても、実情に応じてこれに準じた取り扱いを行うこととされたい。

記
1 タクシー事業者がタクシーの事業用施設(車両、無線装置等)を使用して、救援事
業を行うことについては、次の条件の下にこれを認めることとする。

(1) 本来のタクシー事業の遂行を妨げるものでないこと。
(2) 救援事業は、タクシー事業ではないが、タクシーの事業用施設を使用して行うもの
であるので、これらの救援事業に使用するタクシー車両、事業運営方法等を記載した
計画書を陸運支局長あて提出すること。
(3) 救援事業の業務遂行のために走行する場合はタクシーメーターを使用しないもの
とし、「救援」の表示をすること。
(4) 救援事業の営業区域は、タクシー事業区域を越えるものでないこと。

(5) 救援事業遂行中の走行キロは、タクシー事業の走行キロに含めてはならな
いこと(区分して記録すること。)。なお、救援事業に関連して旅客輸送の申込みが
あり、これに応じて旅客輸送を行った場合には、通常のタクシー事業における実
車として取り扱うものとすること。
(6) 救援事業の会計処理はタクシー事業とは明確な区分経理を行うこと。

1) 救援事業の収入は、タクシー事業の運賃・料金収入等とは明確に区分して処
理すること。
2) 救援事業に関連する人件費、車両運行費、減価償却費等の共通経費は、原
則として所要時間比率で配分すること。

この場合の所要時間比率の算定のため、救援事業遂行中の時間をタクシー事業
遂行中の時間と区別して記録しておくものとすること。

3) 資産・負債等についても同様とすること。

(7) 当該事業の営業実績を記載した報告書等を定期的に陸運支局長あて提出
すること。
(8) 救援事業の料金は、タクシー運賃・料金とは無関係とすること。
(9) タクシー利用者の利便に影響を及ぼす程救援事業のウエイトが大きくなって
きた場合は、当該事業専用の施設を設備すること。

2 救援事業の業務遂行のために走行する場合に掲出する「救援」の表示板は、
各運輸局におけるハイヤー・タクシー車両の表示等に関する取扱い通達等にお
いて、車内の表示事項に「救援」の項目を追加すること等により措置すること。

（出展）国土交通省HP



13規制改革推進会議様への要望

◆「社会通念上貨物運送行為とみなされない」の解釈が曖昧
運輸局によって解釈、運用が異なっている印象を受けます。

◆「社会通念上貨物運送行為とみなされない」の要件は必要？

おそらく貨物運送事業者様との競合を懸念していると思われますが、
タクシーと貨物運送事業とでは、収益など事業の構造が異なる為、同様
のサービスを同一の価格帯で提供するといったような競合は生じないと
考えられます。※

市場に委ねることで、利用者のニーズにあわせて適正に棲み分けが進
んでいくものと思われます。

※タクシー救援事業を「本来のタクシー事業の遂行を妨げないもの」と
規定さえすれば、およそ貨物運送事業様と同様のサービスを同一の価格
帯で提供することは極めて困難。

「タクシー事業者が行う救援事業等について」の「運輸省地域交通局自動車
業務課長通達」（地自第二四〇号平成元年六月二九日）の見直し

「社会通念上貨物運送行為とみなされない」の要件を削除。
その上で、一度に輸送可能な荷物の数、量（大きさ、重さ）を規定してはどうか。



以下参考



15タクシー便の仕組み

•荷物を即時に運びたいお客様からお電話あるいはスマホ
アプリでオーダーを受ける。

•無線室オペレーターが乗務社員に指示。

•乗務社員がお客様の元に向かう。

•荷物をお預かりして清算する。

•荷物を目的地まで届けサインを頂く。



16救援タクシーのその他の例
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